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宮崎県告示第 357号の２

鳥インフルエンザのまん延を防止するため、家畜伝染病予防法施

行細則（昭和26年宮崎県規則第54号）第４条の規定により、次のと

おり家畜、その死体及び物品の移動を当分の間制限する。

平成25年６月３日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 移動を制限する家畜の種類

鶏、あひる、うずら及び七面鳥並びにそれらの死体

２ 移動を制限する物品

病原体をひろげるおそれのある物品

３ 移動を制限する区域

児湯郡川南町大字川南の一部


